
貸 借 対 照 表
（2025年３月31日現在）

（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 18,897,928 流 動 負 債 5,916,147

現 金 ・ 預 金

預 託 金

ト レ ー デ ィ ン グ 商 品

商 品 有 価 証 券 等

信 用 取 引 資 産

信 用 取 引 貸 付 金

信用取引借証券担保金

立 替 金

募 集 等 払 込 金

短 期 差 入 保 証 金

前 払 金

前 払 費 用

未 収 入 金

未 収 収 益

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

器 具 ・ 備 品

土 地

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

電 話 加 入 権

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

出 資 金

長 期 貸 付 金

長 期 差 入 保 証 金

破 産 更 生 債 権 等

長 期 前 払 費 用

前 払 年 金 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

6,984,367

5,450,107

353,586

353,586

4,816,660

4,790,444

26,215

271

48,728

1,000,000

47,171

21,172

27,467

148,394

913,796

125,561

82,463

18,983

24,113

194,643

168,011

26,631

593,591

236,022

1,920

2,630

81,325

149,487

593

245,636

31,494

△155,518

約 定 見 返 勘 定

信 用 取 引 負 債

信 用 取 引 借 入 金

信用取引貸証券受入金

預 り 金

受 入 保 証 金

前 受 収 益

未 払 金

未 払 費 用

賞 与 引 当 金

固 定 負 債

退 職 給 付 引 当 金

役 員 退 職 慰 労 引 当 金

繰 延 税 金 負 債

特別法上の準備金

金融商品取引責任準備金

1,506

216,338

175,399

40,938

5,056,091

480,761

66

3,477

82,906

75,000

73,964

12,125

12,375

49,464

12,854

12,854

負 債 合 計 6,002,966

純 資 産 の 部

科 目 金 額

株 主 資 本 13,808,757

資 本 金

資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金

利 益 剰 余 金

利 益 準 備 金

そ の 他 利 益 剰 余 金

繰 越 利 益 剰 余 金

自 己 株 式

3,794,341

1,672,625

1,672,625

10,304,321

948,585

9,355,735

9,355,735

△1,962,530

純 資 産 合 計 13,808,757

資 産 合 計 19,811,724 負 債 ・ 純 資 産 合 計 19,811,724
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損 益 計 算 書

（自 2024年４月１日
至 2025年３月31日）

（単位：千円）

科 目 金 額

営 業 収 益 2,084,334

受 入 手 数 料 1,721,312

ト レ ー デ ィ ン グ 損 益 200,067

金 融 収 益 162,954

金 融 費 用 4,188

純 営 業 収 益 2,080,146

販 売 費 ・ 一 般 管 理 費 1,872,088

営 業 利 益 208,057

営 業 外 収 益 25,262

営 業 外 費 用 10,296

経 常 利 益 223,023

税 引 前 当 期 純 利 益 223,023

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 60,028

法 人 税 等 調 整 額 32,889

当 期 純 利 益 130,104
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株主資本等変動計算書

（自 2024年４月１日
至 2025年３月31日）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

資本準備金 利益準備金
その他利益剰余金 利益剰余金

合計繰越利益剰余金

当 期 首 残 高 3,794,341 1,672,625 948,585 9,334,635 10,283,221

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △109,004 △109,004

当 期 純 利 益 130,104 130,104

自 己 株 式 の 取 得

当 期 変 動 額 合 計 － － － 21,100 21,100

当 期 末 残 高 3,794,341 1,672,625 948,585 9,355,735 10,304,321

（単位：千円）

株 主 資 本
純資産
合計自己株式

株主資本
合計

当 期 首 残 高 △1,962,502 13,787,685 13,787,685

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △109,004 △109,004

当 期 純 利 益 130,104 130,104

自 己 株 式 の 取 得 △28 △28 △28

当 期 変 動 額 合 計 △28 21,071 21,071

当 期 末 残 高 △1,962,530 13,808,757 13,808,757
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〔個 別 注 記 表〕

当社の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書は「会社計算規則」(平成

18年(2006年)２月７日法務省令第13号) の規定のほか「金融商品取引業等に関する内

閣府令」(平成19年(2007年)８月６日内閣府令第52号)、及び「有価証券関連業経理の

統一に関する規則」(昭和49年(1974年)11月14日付日本証券業協会自主規制規則）に準

拠して作成しております。

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

（重要な会計方針）
１．資産の評価基準及び評価方法

(1) トレーディング商品に属する有価証券（売買目的有価証券）等

当社は、証券市場において公正な市場を維持し、かつ有価証券の流通を円滑

ならしめることを目的として自己の計算により行う有価証券の売買取引、有

価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引等をトレーディングと定め

ております。

トレーディング商品に属する有価証券等については時価法を採用しておりま

す。

(2) トレーディング商品に属さない有価証券等

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの………時価法

市場価格のない株式等……………………移動平均法による原価法

２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産………………定率法

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物

（2016年３月31日以前に取得した建物附属設備を除

く）については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 ３年～42年

器具・備品 ２年～20年

(2) 無形固定資産………………定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内

における利用可能期間（５年）に基づく定額法を

採用しております。
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３．引当金及び特別法上の準備金の計上基準

(1) 貸倒引当金…………………債権の貸倒損失に備える為、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見

込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

（イ）従業員賞与……………従業員に対する賞与の支払に備える為、支給見込

額のうち、当事業年度が負担すべき額を計上して

おります。

（ロ）役員賞与………………役員に対する賞与の支払に備える為、支給見込額

のうち、当事業年度が負担すべき額を計上してお

ります。

(3) 退職給付引当金……………従業員に対する退職給付に備える為、当事業年度

末における退職給付債務及び年金資産の見込額に

基づき計上しております。退職給付債務の算定に

あたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期

間に帰属させる方法については、期間定額基準に

よっております。数理計算上の差異は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（５年）による定額法により、発生時から費用処理

しております。なお、事業年度末において、年金

資産見込額が退職給付債務見込額を超過している

場合は、超過額を前払年金費用として計上してお

ります。

(4) 役員退職慰労引当金………役員に対する退職慰労金の支払に備える為、内規

に基づき計算した期末要支給見込額を計上してお

ります。

(5) 金融商品取引責任準備金…有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取

引等に関して生じた事故による損失に備える為、

金融商品取引法第46条の５の規定に基づき、金融

商品取引業等に関する内閣府令第175条に定めると

ころにより算出した額を計上しております。
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４．収益及び費用の計上基準

当社は、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサ

ービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。当社の顧

客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び

当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は、「注記事項

（収益認識の注記）」に記載のとおりであります。

（貸借対照表の注記）
１．有形固定資産の減価償却累計額 276,232千円

２．担保等として差入れをした有価証券の時価額

(1) 信用取引貸証券 41,181千円

(2) 信用取引借入金の本担保証券 154,755千円

３．担保等として差入れを受けた有価証券の時価額

(1) 信用取引貸付金の本担保証券 4,183,270千円

(2) 信用取引借証券 25,117千円

(3) 受入保証金代用有価証券 7,009,784千円

（再担保に供する旨の同意を得たものに限る）

（損益計算書の注記）
１．関係会社との取引高

営業取引による取引高

販売費・一般管理費 731千円
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（株主資本等変動計算書の注記）
１．発行済株式に関する事項

（単位：株）

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式 14,622,533 － － 14,622,533

２．自己株式に関する事項

（単位：株）

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式 3,722,080 36 － 3,722,116

３．剰余金の配当に関する事項

当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

決議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
の配当額

基準日 効力発生日

2024年６月28日
定時株主総会

普通株式 109,004千円 10円 2024年３月31日 2024年６月29日

当事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

決議予定 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
の配当額

基準日 効力発生日

2025年６月26日
定時株主総会

普通株式 109,004千円 10円 2025年３月31日 2025年６月27日
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（税効果会計の注記)
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

未払事業税 3,044千円

退職給付引当金 3,821千円

賞与引当金 17,453千円

未払法定福利費 2,870千円

役員退職慰労引当金 3,900千円

投資有価証券 9,158千円

貸倒引当金 49,019千円

金融商品取引責任準備金 4,051千円

土地減損損失 12,398千円

その他 19,301千円

計 125,021千円

評価性引当額 △99,272千円

繰延税金資産合計 25,749千円

繰延税金負債

前払年金費用 △75,213千円

繰延税金負債合計 △75,213千円

繰延税金負債の純額 49,464千円
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（金融商品の注記）
１．金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

当社は、有価証券の売買等、売買等の委託の媒介、有価証券の引受け・売出し、

有価証券の募集・売出しの取扱い業務を行う第一種金融商品取引業者であります。

これらの業務を行うための資金は自己資金のほか金融機関からの借入金によって

おり、また、資金運用としては主に短期的な預金運用や信用取引に伴う貸付金、端

株等のトレーディング業務があります。

（2）金融商品の内容及びそのリスク

当社が保有する金融商品のうち、主に事業資金に充てられる現金・預金や顧客資

産の分別管理のため、法令に基づいて金融機関に信託した顧客分別金信託は預入先

の信用リスクがあります。

商品有価証券等の内容は主に株式で、自己の利益を確保するためのトレーディン

グ目的で保有し、また、投資有価証券は主に政策投資目的で保有する株式で、それ

ぞれ市場リスクや取引先リスクがあります。顧客の信用取引に伴い発生する貸付金

である信用取引貸付金には、顧客の信用リスクがあります。

証券金融会社との取引による信用取引借証券担保金や、顧客との信用取引による

信用取引貸証券受入金についても市場リスクや取引先リスクが生じることがありま

す。

（3）金融商品に係るリスク管理体制

当社のリスク管理規程では、保有有価証券の株価等の変動に伴う市場リスク、取

引相手の契約不履行に伴う取引先リスク（信用リスク)、当社の業績に伴い資金の

調達や調達金利等に変動が生じる流動性リスク並びに基礎的リスクやシステムリス

クを管理対象としています。各リスクのリスク額の算定は経営企画部経理課が行

い、日々においては内部管理統括責任者に、週次では社長に、かつ、月次では取締

役会に報告されています。さらに、コンプライアンス部がリスク管理の状況につい

て四半期毎に内部監査を実施しています。

① 信用リスクの管理

預金、顧客分別金信託の管理は経営企画部経理課において大手金融機関を中心

として信用力の高い金融機関に預け入れを行い、かつ、極力預金保護の対象とな

る決済性預金に預け入れることとしております。なお、顧客の外国有価証券取引

決済等のため限定的に外貨預金を保有することがあります。

顧客取引等の信用リスクの管理のためコンプライアンス部が事務局となりリス

ク管理ミーティングを毎月開催しております。なお、信用取引貸付金については

顧客管理の規程に基づき信用取引の開始時点やその後の株価変動に伴う担保受入

等についてはコンプライアンス部や営業店が日々管理しております。
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② 市場リスクの管理

端株事業部端株事業課で行うトレーディング業務については上限枠、及び受益

証券については運用上限枠を取締役会で決定しております。

投資有価証券については投資上限額を取締役会で決定するとともに、その取得

にあたっては取締役会での承認を得ております。

③ 流動性リスクの管理

流動性リスクの管理は、資金管理の規程に基づいて日々、週次、月次での資金

管理を経営企画部経理課が行っており、また、一部の金融機関とは当座借越契約

を締結しております。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合

理的に算定された価額が含まれております。

２．金融商品の時価等に関する事項

2025年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、

次のとおりであります。

なお、市場価格がない株式等は次表には含めておりません。（（注2）をご参照く

ださい。）

また、「現金・預金」「預託金」「預り金」は、現金であること、または短期間で

決済されるため、時価は帳簿価額と近似するものであることから、記載を省略し

ております。

以下の勘定科目は、その勘定の性質から短期間で決済されるとみなし、時価は

帳簿価額と近似していることから、記載を省略しております。

（ア）信用取引資産、信用取引負債

信用取引資産は顧客の信用取引に伴う顧客への貸付金と証券金融会社への担保金

であり、前者は顧客の意思による反対売買等により決済が行われ、後者は貸借取

引業務において値洗いされる担保金であることから、短期間で決済されるとみな

しております。

信用取引負債は顧客の信用取引に伴う証券金融会社からの借入金と顧客の信用取

引に係る有価証券の売付代金相当額であり、前者は値洗いされ、後者は顧客の意

思による反対売買等により決済が行われることから、短期間で決済されるとみな

しております。
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（イ）短期差入保証金、受入保証金

主として信用取引取引における保証金であり、取引に応じて値洗いされる特性か

ら、短期間で決済されるとみなしております。

貸借対照表計上額
（千円）

時 価
（千円）

差 額
（千円）

（1）商品有価証券等 353,586 353,586 －

資産計 353,586 353,586 －

（注１）金融商品の時価の算定方法

資産

(1) 商品有価証券等

株式は取引所の価格によっており、投資信託は取引所の最終価格若しく

は最終気配値又は基準価額を時価としております。

（注２）市場価格のない株式等

区 分 貸借対照表計上額（千円)

投資有価証券
非上場株式（※）

236,022

（※）非上場株式については、市場価格がないことから「金融商品の時価等の開示に

関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年３月31日）第５項に基

づき、時価開示の対象とはしておりません。

（関連当事者との取引の注記）
兄弟会社等

（単位：千円）

種類
会社等の
名称

議決権等
の所有

（被所有）
割合

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引
金額

科目
期末
残高

親会社の
子会社

株式会社
大和総研

-
当社基幹システ
ム開発委託及び
運用管理

事務委託費 188,269 未払費用 20,351

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）１．株式会社大和総研は、当社の親会社である株式会社大和証券グループ本社

の子会社であります。

２．取引条件は、一般的な取引条件を参考に協議のうえ決定しております。
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（１株当たり情報の注記）
１株当たり純資産額 1,266円81銭

１株当たり当期純利益 11円94銭

（注）潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するも

のの、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため、記載

しておりません。

（収益認識の注記）
主要な収益である受入手数料は、主に「委託手数料」858,853千円、「募集・売出

し手数料」284,233千円、「端株取扱手数料」291,627千円で構成されております。

「委託手数料」においては、顧客と締結した取引約款・規定等に基づいて、売買執

行サービス等を履行する義務を負っております。当履行義務は、当社が注文を執行

する都度充足されることから、約定時点（一時点）で収益を認識しております。通

常の支払時期について、履行義務の充足時点である約定日から概ね数営業日以内に

支払を受けております。

「募集・売出し手数料」においては、有価証券の引受会社等との契約に基づき、募

集・売出しに係るサービスを履行する義務を負っております。当履行義務は、募集

等の申し込みが完了した時点で充足されることから、募集等申込日等の当該業務の

完了時（一時点）に収益を認識しております。通常の支払時期について、各履行義

務の充足時点から募集等申込日から払込日又は受渡日等までに支払を受けておりま

す。

「端株取扱手数料」においては、顧客と締結した単元未満株式（端株）売買契約に

基づき、端株売買に係るサービスを履行する義務を負っております。当該履行義務

は売買を実施した時点で充足されることから、サービス提供完了時点（一時点）に

収益を認識しております。通常の支払時期について、履行義務の充足時点であるサ

ービス提供完了日の属する月の翌月までに支払を受けております。

（重要な後発事象の注記）
該当事項はありません。
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